
平成２３年

第２回市議会定例会 議案第１２号

市立函館高等学校の入学料等徴収条例の一部改正について

市立函館高等学校の入学料等徴収条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。

平成２３年６月３０日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

市立函館高等学校の入学料等徴収条例の一部を改正する条例

市立函館高等学校の入学料等徴収条例（平成２０年函館市条例第７０

号）の一部を次のように改正する。

第３条中「第６条」を「第７条」に改める。

第７条を第８条とし，第６条を第７条とし，第５条を第６条とし，第

４条の次に次の１条を加える。

（入学料および入学検定料の減免）

第５条 市長は，災害その他の特別の事情があると認めるときは，入学

料および入学検定料を減免することができる。

附 則

１ この条例は，公布の日から施行する。

２ 改正後の第５条の規定は，平成２３年３月１１日以後に入学しよう

とする者に係る入学検定料および同日以後に入学する者に係る入学料

について適用する。



（提案理由）

災害その他の特別の事情があると認める場合に市立函館高等学校の入

学料および入学検定料を減免することができることとするため


